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国際福祉相談所の関連資料

第１章

国際社会事業団沖縄代表部（1958～1972年）
国際福祉沖縄事務所（1972～1980年）
国際福祉相談所（1980～1998年）

成　定　洋　子　

　国際福祉相談所の前々身の組織である、国際社会事業団沖縄代表部（International Social Service 

Okinawa）は、1958年11月24日、コザ市山里区一班（プラザハウス隣）に設立されました（国際社

会事業団沖縄代表部　年不明）。設立当時の国際社会事業団沖縄代表部は、理事会は「琉米人混合の

18名、監事２名で構成、米人の事務局長と２名の相談員」という小規模な相談体制で始まりました（社

会福祉法人国際福祉会　1983）。国際社会事業団沖縄代表部が設立されるに至った当時の社会情況・

背景について以下のように記されています。

終戦後米国統治下におかれた沖縄には、アメリカの軍人、軍属とその家族、フィリッピン

人の米軍雇用者等、相当数の外国人が滞在して国際色ゆたかな地域となり、沖縄女性や外

国人間の国際結婚が盛んにおこなわれた。一方では、夫婦間の不和、離婚、妻子の置き去り、

音信不通、結婚や渡航手続の不備によって起る問題等も年とともに増え、子供の福祉の問

題、例えば、子供の病いと家計、連れ子と継父との関係、未婚の母と子の問題、国籍や移

民法ともからんだ複雑な社会問題が発生し、これらを解決すべき公共の対応が迫られてい

た。又、嘉手納町内に昭和31年頃から「ハーフウェイホーム」という混血児を対象とした

私的保護施設があったが、複雑な国際的性質をおびた個人や家族の問題解決のためには専

門的な機関の設置が痛感されたので、琉米の政府及び民間の指導者たちによって、国際社

会事業団（ISS）本部と連携しつつ事務所の設立準備が進められた（社会福祉法人国際福祉

会　1983：１）。

　沖縄戦後の米国統治下で、米軍関係者と沖縄女性、その子どもたちに関わるさまざまな問題が生

じる中、その問題解決に向けた「専門機関」として、国際社会事業団沖縄代表部は位置付けられま

した。国際社会事業団沖縄代表部はまた、「国際養子縁組によって家庭に恵まれない混血児らの福祉

を促進」することも設立「目的」として位置付けていました（前掲書）。
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1972年 月15日、沖縄 の本 に い、国際社会事業団の「一国一代表部の 」により、

国際社会事業団は、 の日本代表部を 続さ る一方で、沖縄代表部を することになりまし

た（ 　1998）。そのため、 前の1972年 月、国際社会事業団沖縄代表部を 組する で、

社会福祉法人国際福祉会・国際福祉沖縄事務所（International Social Assistance Okinawa Inc, 

ISAO）が設立されました（社会福祉法人国際福祉会国際福祉相談所　1998：16）。さらに、1980年

月、社会福祉法人国際福祉会・国際福祉沖縄事務所は、社会福祉法人国際福祉会・国際福祉相談

所（ISAO） と名 、 内 は設立当 に べ、 に しました（結婚カウン

リン 、 方不明者 し、アメリカ 社との連携、国際養子縁組 、養護施設、合 国から

の法的書 り 、関係機関と相談者の間の 、 リ ィ ップ、 ・通 、 ース ー

・相談 ー スなど）（Shimamoto 年不明）。

　これらに え、当時問題 されていなかった「 国籍児問題」を し、国籍法 において

導的な を ったのが、当時の国際福祉沖縄事務所 国際福祉相談所でした。1979年１月25日、

事務局長が「国際児 年 沖縄からの 」を発表、沖縄 の 国籍児 の 在と を え、

父 から に国籍法を することを めました。 法務局（1983年 月15日）や

法務 員会（1983年 月 日）において、 ース ーカーであった 代さんや さんに

よる が われ、国際福祉相談所は、1985年の国籍法 において な を たしました（社

会福祉法人国際福祉会国際福祉相談所　1998：16, 20, 21）。

　しかし、国際相談は増えるものの、 付が 、1978年の時 で、 規 員10名、 時 員 名

の計14名体制となっていた国際福祉事務所は、 に「 」を数 える事 となっていまし

た（琉 　1979年11月 日）。沖縄 に「 」を めるも、 の はさらに され、

政的な問題解決の が えないまま、1998年 月、国際福祉相談所は 所、40年の に終

を ちました。なお、国際相談業務は沖縄 女性 合 ン ー（当時）「て るる」に移 され、国

際福祉相談所の 後の所長であった 代さんが、1998年 月、「て るる」の国際相談員（ ）

として しました。
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沖縄県公文書館蔵「 　R u 81M r 」
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申請者と
インテイクワーカー

スーパーバイザー
（相談指導監督者） 事務局長

担当
ケースワーカー書　記担当ケースワーカー

クライエント

担当ケースワーカー

他のケースワーカー活動

① ② ③ ④

⑤⑥⑦

必
要
に
応
じ
て相談指導開始後

１．相談指導（継続）
２．記録作成（継続）
３．措置伺の提出
４．分類変更手続き
５．終結手続き

１．相談申込
２．用紙書入れ
　　（SHORT FORM）

１．インテイク面接
２．申し込み用紙（LONG FORM）の作成
３．分類作業
　　インテイクリスト作成
４．基礎調査
５．受理伺提出

１．申請書の審査
２．指導助言
３．調査
４．受理の可否決定（印）
５．同伺書の提出

１．申請書の審査
２．指導助言
３．調査
４．受理の可否決定（印）
５．担当ワーカー配転
６．同伺書の提出

１．記入もれ調べ
２．登録
３．ファイル作成
４．ケースワーカーへの返送

１．ケース会議
２．スーパービジョン
３．研修研究会

１．記録整理・インテイクリストにワーカー名記載
２．ケースリストへの転記
３．登録のため書記へ提出

１．相談指導開始

人

作業内容

相談申込みから相談開始までの手続（図解）



【1983年】『創立二十五周年記念誌』より
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【1985年】国際福祉相談所「CROSS-CULTURAL COUNSELING」
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【1989年】CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES IN PROBLEMS SOLVING：EAST vs WEST
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【1990年】国際福祉相談所の業務について
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沖縄県公文書館蔵「パンフレット　This Is For You / RYUKYUAN AMERICAN CHILDREN’S FOUNDATION /
平成６年度美さと児童園要覧」（資料コード 0000146886）

【1994年】国際福祉相談所パンフレット
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【1996年】社会福祉法人国際福祉相談所を廃止する理由
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【1996年】国際福祉相談所の事業閉鎖に至る経緯とその後の対応
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